
●  SHOKO CHUKIN BANK

2018年より社外過半数モニタリング型の取締役会へ経営体制を刷新

新たなビジネスモデルの確立のために、2018年6月に社外取締役を過半数登用する等、経営体制を刷新して
おります。
特に、社外取締役への報告・サポート体制整備等によりその機能を強化しつつ、複数回審議の実施により取締役
会での議論を活性化することで、取締役会の機能を強化しております。

Ⅰ. コーポレートガバナンスの基本的な考え方

在るべきビジネスモデルを支えるガバナンス体制と
して、過半の社外取締役を登用する経営体制とし、取
締役会での議論を活性化することにより取締役会の機
能強化に取り組んでおります。加えて、監督と執行の
分離を進めるため、「委任型執行役員」の導入や取締役

会下の諸会議の見直し等により執行態勢を整備してお
ります。また、内部管理体制を強化するため、内部監
査・コンプライアンス統括部署が代表取締役に直結
し、代表取締役が正確かつ迅速に情報を把握できる仕
組みを構築しております。

Ⅱ. コーポレートガバナンス体制

■取締役会
取締役会は、取締役7名（うち社外取締役4名）で構
成されております。取締役会は、業務運営が全体とし
て適切かつ実効的に機能するよう、重要な業務執行の
決定と取締役及び執行役員の職務の監督を行っており
ます。

■監査役会・監査役
監査役会は、監査役4名（うち社外監査役3名（非常
勤監査役2名））で構成されております。監査役は、取
締役の職務の執行を監査し、監査役会は、監査報告の
作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査方針の決定
等を行っております。

Before
（~2018年6月）

取締役10名、うち社外取締役2名

After
（2018年6月~）

取締役7名、うち社外取締役4名

■  取締役会メンバー（取締役・監査役）について

氏　名 商工中金における地位等
専門性

企業経営 金　融 財務会計 法　律
関根　正裕 取締役社長執行役員（代表取締役） ー ー ー ー
鍜治　克彦 取締役専務執行役員 ー ー ー ー
小原　広之 取締役常務執行役員 ー ー ー ー
多胡　秀人 取締役 社外 独立 ●
中村　重治 取締役 社外 独立 ● ●
大川　順子 取締役 社外 独立 ●
大久保　和孝 取締役 社外 独立 ●
岡本　泰一郎 常勤監査役 ー ー ー ー
岡田　不二郎 常勤監査役 社外 独立 ●
寺𦚰　一峰 監査役 社外 独立 ●
金子　裕子 監査役 社外 独立 ●

商工中金のガバナンス改革
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■ ガバナンス体制図

Ⅲ. 取締役会の実効性評価

①取締役会の実効性を分析・評価
商工中金では、2018年度から、取締役会の実効性を分析・評価し、洗い出さ
れた課題に対し、改善策を検討・実施することで次年度に活かす態勢を構築して
おります。具体的には、取締役会のメンバー（取締役・監査役）全員に対する、
アンケート調査の実施により、分析・評価を行い、意見交換会の開催、その後の
取締役会での審議を経て、次年度の取組方針を決定しております。

②2019年度の取締役会の実効性評価で認識した課題への2020年度の主な取組み
◆�議題・議題の在り方：新型コロナウイルス感染症に関する危機対応業務への取
組みを中心に議論を行いました。
◆�監査機関と社外取締役の連携強化：意見交換会の開催頻度拡充を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響もあり、例年並みの開催にとどまりました。
◆�説明資料の品質向上：エグゼクティブサマリーを改良し資料の明瞭化に取り組みました。

③2020年度の取締役会の実効性評価結果の概要
◆�上記②の取組みにより、全体的に前回より肯定的な評価が得られ、特に取締役会の機能面では「内部統制の監督
状況」、取締役会の運営面では「事前の情報共有」について肯定的な評価が多くありました（例えば、取締役会
に対する、子会社を含めた商工中金グループにおける内部統制の運用状況の報告を拡充した結果、『内部統制や
コンプライアンスに関する議論は十分なされており、ガバナンスとして効果的なものとなっている』といった意
見が出されました。また、「事前の情報共有」については、『十分な事前説明を受け、取締役会での活発な議論に
繋がっており、実効性として評価できる』といった意見が出されました）。
◆�一方で、「戦略的な議論」を拡充するべきであるといった点や、「議題内容・議題数」について、議題内容の説明
資料をさらに明瞭化するべきである、議案の内容をより拡充するべきであるといった点が課題として認識されま
した。

2021年度の取組みの一例

2020年度の取締役会の
実効性評価結果を踏まえた

●取締役会の更なる活性化のため「テーマ（議案）」の拡充
●取締役会の議案として「決議事項」「報告事項」に加え、「討議事項」を導入
●取締役会資料（エグゼクティブサマリー）の更なる明瞭化　など

アンケートの実施

意見交換会の開催

複数回の審議を経て
次年度の取組方針を決定

取締役会にて
今後の取組みを決定
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●  SHOKO CHUKIN BANK

商工中金は、以下の取締役会の諮問機関を設置し、中小企業団体と中小企業の意向を反映させる仕組みを構築して
おります。「中小企業による、中小企業のための金融機関」という基本的性格を堅持しつつ、さらなるガバナンス
の強化・整備に努めてまいります。

■経営諮問委員会
商工中金とお取引のある全国各地の中小企業団体又は中小企業の代表者で構成され、商工中金の業務運営に関し
てご意見やご助言をいただいております。

■人事委員会・報酬委員会
商工中金とお取引のある中小企業の代表者や外部有識者、社外取締役等で構成され、役員人事や役員報酬・制度
や退職慰労金に係る業績評価についてご意見やご助言をいただいております。

■経営諮問委員会名簿（敬称略） （2021年6月22日現在）

委員長 杉浦　滋彦 理工協産㈱　会長

副委員長 内藤　吉子 日興油脂㈱　代表取締役会長

委員

石井　一成 ㈱カネヒロ　代表取締役★

泉山　元 三八五流通㈱　代表取締役社長

岩田　卓也 ㈱岩田商会　代表取締役社長

植田　滋 四国化工機㈱　代表取締役社長

上野　孝 上野グループホールディングス㈱　代表取締役会長CEO

江川　哲生 ㈱ライフサポート・エガワ　代表取締役

鍛治川　清司 阪神総合卸商業団地（協）　理事長

北村　譲 アークエース㈱　代表取締役社長

菅波　希衣子 ワッティー㈱　代表取締役社長

弦巻　伸 ㈱弦巻　代表取締役会長

野村　稔 野村ユニソン㈱　代表取締役社長

濵口　健宏 日建産業㈱　代表取締役社長

晝田　眞三 ヒルタ工業㈱　代表取締役会長

牧　卓彌 ウエストホールディングス㈱　代表取締役社長

三林　憲忠 ヤマモリ㈱　代表取締役社長執行役員

宮﨑　薫 宮崎精鋼㈱　代表取締役会長

村山　文彦 ㈱北日本オートバックス　代表取締役

森脇　孝 ㈱菊水フォージング　代表取締役社長

 ★人事委員会・報酬委員会委員 兼務

中小企業団体と中小企業の意向を
経営に反映する体制づくり
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●  SHOKO CHUKIN BANK

役員一覧（2021年6月22日現在）

■取締役

代表取締役社長 兼
社長執行役員

関根 正裕
せきね　まさひろ
1957年5月18日生

主な略歴●西武ホールディングス�取締役上席
執行役員、プリンスホテル�取締役常務執行役員

取締役 兼
専務執行役員

鍜治 克彦
かじ　かつひこ
1961年5月2日生

主な略歴●経済産業省�関東経済産業局長、
同地域経済産業審議官

取締役　兼
常務執行役員

小原 広之
おばら　ひろゆき
1964年9月22日生

主な略歴●預金保険機構�金融再生部長、
財務省�福岡財務支局長

取締役

多胡 秀人
たご　ひでと
1951年11月2日生

主な略歴●山陰合同銀行�社外取締役、
地域の魅力研究所�代表理事

取締役
人事委員会・報酬委員会委員長

中村 重治
なかむら　しげはる
1953年9月17日生

主な略歴●りそな銀行�代表取締役副社長
兼執行役員、りそな総合研究所�代表取
締役社長

取締役

大川 順子
おおかわ　じゅんこ
1954年8月31日生

主な略歴●日本航空�代表取締役専務執行役
員、同取締役副会長

取締役
人事委員会・報酬委員会委員長代理

大久保 和孝
おおくぼ　かずたか
1973年3月22日生

主な略歴●EY新日本有限責任監査法人経営専
務理事�ERM本部長、大久保アソシエイツ�代表
取締役社長（公認会計士）

※取締役　多胡秀人、中村重治、大川順子および大久保和孝は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

経験とスキル 該当人数

企業経営 2名

財務・会計 2名

法務 2名

金融 2名
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■監査役

■副社長・専務・常務執行役員

※監査役　岡田不二郎、寺𦚰一峰および金子裕子は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

常勤監査役

岡本 泰一郎
おかもと　たいいちろう
1966年12月19日生

主な略歴●商工組合中央金庫�業務企画部長

常勤監査役

岡田 不二郎
おかだ　ふじお
1952年9月17日生

主な略歴●日本電気�執行役員兼リスク・コンプラ
イアンス統括部長兼法務部長、同常勤監査役

監査役

寺𦚰 一峰
てらわき　かずみね
1954年4月13日生

主な略歴●仙台高等検察庁�検事長、
大阪高等検察庁�検事長

監査役

金子 裕子
かねこ　ひろこ
1958年3月28日生

主な略歴●新日本有限責任監査法人シニアパー
トナー、早稲田大学商学学術院�教授（公認
会計士）

副社長執行役員

梅田 晃士郎
うめだ　こうしろう

専務執行役員

中谷 肇
なかたに　はじむ

専務執行役員

小野木 哲也
おのぎ　てつや

常務執行役員
産業調査部長

本幡 克哉
もとはた　かつや

常務執行役員

羽根 正人
はね　まさと

常務執行役員

牧野 秀行
まきの　ひでゆき

常務執行役員
市場業務部長

森野 真一郎
もりの　しんいちろう

常務執行役員

萩尾 太
はぎお　ふとし

常務執行役員

阿部 学
あべ　まなぶ

▶取締役、監査役の経歴については「招集ご通知」もご参照ください。
https://www.shokochukin.co.jp/share/stocks/stockmtg/
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●  SHOKO CHUKIN BANK

＜対談＞
商工中金のガバナンスについて思うこと

社外取締役　中村 重治　×　社外取締役　大川 順子
商工中金は、様々な分野における豊富な経験と幅広い見識を持つ社外取締役4名を登用し、取締役会の機能の向上
に取り組んでおります。
今回、経営体制の刷新を行った2018年6月から社外取締役を務める中村重治氏と2020年6月から社外取締役を務
める大川順子氏に、商工中金のガバナンスなどについてお話を伺いました。なお、司会は、三好正紀（総務部副部
長）が務めました。

Ｑ 就任してからこれまでに感じた商工中金の変化、
その評価についてお聞かせください。

“商工中金を如何に良くするかという想い、そ
の意義を感じる取締役会に変わった”

中村：まず、社外取締役を引き受けた理由は2つあり
ます。1点目は危機対応業務の不正事案からの再生を
かけた組織や風土改革の一助になればと考えたこと。
2点目は商工中金が完全民営化に向けて進むために、
民間金融機関出身者の経験が活かせると考えたためで
す。就任してからの3年間で大きく変わったことは、
取締役会での議論です。就任前の取締役会では発言は
多くなかったようですが、経営体制が刷新されてから
は自由闊達に議論が行われています。取締役会では異
なる分野で活躍する社外取締役を交え、活発な議論が
行われており、これだけの議論ができる組織はそうは
ないと思います。
関根社長が社外取締役に“経営再建という局面に執
行側として立ち会った経験者”を登用した背景には、
まさに商工中金を生まれ変わらせる、再生させるため
にその経験を参考にしたいという想いがあったからだ
と思います。この3年間、商工中金を如何に良くする
かという想いでやっていますし、その意義を感じる取
締役会に変わっています。社外役員から執行サイドに
質問や意見を出すことも多々ありますが、職員の皆さ
んは必ず応えてくれ、仕事に対する真面目さや熱い想
いを感じます。

Ｑ 大川取締役は就任されて1年が経過しましたが、現
在の商工中金に対する評価についてお聞かせくだ 
さい。

“経営陣と職員の距離が縮まるなど、目指すべ
きミッションやビジョンが見えてきている”

大川：私が社外取締役をお引き受けした理由は、日本
航空㈱での意識風土改革を行ってきたことや民営化と
いう経験を活かしてお役に立てることがあるのではな
いかと考えたからです。就任当初は、主務省から業務
改善命令を受け、再発防止などの守りのガバナンスを
強く意識している印象が強かったのですが、1年経っ
た今、経営陣と職員の距離が更に縮まったことや職員
参加型の施策などにより職員の満足感が高まり、商工
中金の目指すべきビジョンが見えてきたことで、攻め
のガバナンスに向けて前向きに進んでいることを感じ
ています。

Ｑ お二人にお伺いします。社外取締役としての想い
やその立場から気を付けていらっしゃることをお聞か
せください。

“お客さまの想いやニーズにより高いレベルで
応える競争力と株主目線”

中村：私が社外取締役として意識していることは2つ
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SHOKO CHUKIN BANK ●  

あります。1点目は「競争力」。これは、他行を凌駕
することではなく、お客さまが望むことに高いレベル
で応えることを指しています。如何にお客さまの想い
やニーズに応え、ソリューションの質を高めていける
か、その“力”を高めてほしいという思いから、取締役
会でも何度も「競争力」という言葉を発信しています。
2点目は、株主目線で監督すること。株主の過半数は
民間ですが、商工中金にはその目線が弱いと感じてい
ます。私は、株主目線を取締役会に取り入れるために
も、株主でもあるお客さまが参加される会には極力出
席するようにしています。

“プリンシプルベースの考え方とダイバーシテ
ィの観点”

大川：私も特に意識していることは2つあります。1
点目は、取締役会でも発言していますが「プリンシプ
ルベース」で考えること。人というのは、知らず知ら
ずのうちに「ルールベース」の議論になりがちです。
意識して「原則に立ち返る姿勢」や「原点に戻るため
の発言」を心掛けています。2点目は、ダイバーシテ
ィの観点を取り入れること。ダイバーシティというと
“女性”を取り入れることと思われがちですが、それに
加え様々な分野、商工中金以外での仕事の経験を伝
え、商工中金が時代に乗り遅れることのないようにし
ていきたいです。

Ｑ これからの商工中金に期待することをお聞かせく
ださい。

“商工中金は日本で初めて「ミドルリスク」を
取れる専門の銀行になれる”

中村：現在、商工中金が取り組んでいる事業性評価や
ソリューションの提供は、中小企業の本質的な課題に
寄り添ったものです。これを突き詰めていくことで、
日本で初めて「ミドルリスク」を取れる専門の銀行に
なれるのではないでしょうか。そのための条件は3点
（①全国規模であること②事業性評価など伴走支援で
きるツールを極めること③職員の資質（競争力）が高
いこと）あります。商工中金には、長年に亘って中小

企業金融に取り組んできた歴史があり、この条件をク
リアできるポテンシャルがあります。特に、②“真の”
事業性評価を確立させられるか③職員の資質を高めら
れるかといった観点で人材育成は非常に重要となりま
すが、期待しているからこそ、その実現に向けて最大
限、社外取締役としての職責を果たしていきたいと思
います。

“意識レベルの高さにおいて日本の金融機関で
1番を目指してほしい”

大川：会社運営で最も重要なのは、経営理念や哲学を
職員のみなさんが心の拠り所として、それを実践して
いけるかどうかです。商工中金には、その意識レベル
の高さにおいて日本の金融機関で“1番”を目指してほ
しいと思います。その上で、株式会社として利益を上
げることとお客さま本位であることの実践が必要で
す。商工中金は、中小企業の良き相談相手であり、自
律的に本業・再生支援ができる金融機関になること
を、お客さまを含めたステークホルダーから求められ
ておりますが、執行サイドもそれを目指していること
が取締役会での報告で伝わってきています。その中で
私自身ができることは、「お客さまが何を望んでいら
っしゃるかを察知する」という観点を皆さんにお伝え
することです。顧客心理を察知する力が必要であるの
は業種問わず共通ですし、これまでの経験を最大限活
かせるのではないかと思います。
一方で、商工中金の課題を挙げるならば、ビジネス
モデルの“ブランディング”です。ここでいう“ブランデ
ィング”とは、商工中金は職員の資質を活かした本業・
再生支援をしている、といったブランド価値の確立の
ことを指しています。商工中金はそのブランド価値を
提供してくれる、と周囲から認めてもらえる存在にな
ることで、ブランドが確立し、人材育成や採用などで
も良い循環が生まれます。唯一無二の金融機関に向け
て、ぜひ頑張ってほしいと思います。

※�徹底した新型コロナウイルス感染症対策を行い、社外取
締役発言時のみマスクを外して撮影しました。

41

適
正
な
業
務
運
営
の
仕
組
み 

▼ ︿
対
談
﹀
商
工
中
金
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
思
う
こ
と

010_0284185972107.indd   41010_0284185972107.indd   41 2021/07/09   14:25:562021/07/09   14:25:56



仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人

●  SHOKO CHUKIN BANK

新たなビジネスモデル「課題解決型金融コンサルティング」実現のための人事戦略

商工中金は、多様化する社会やお客さまのニーズを解決できる専門性や高度なスキルを持つ人材の育成を進めて
います。また、職員のワークライフバランスや就業意識の変化等の多様なニーズに対応し、能力を発揮できる環境
を整備しています。
自ら問題意識をもってチャレンジすることのできる自律した人材の育成を目指しながら、仕事・会社、個人と
家庭・社会とのバランス（調和）を図り、それぞれの質・満足度を高め合い、職員とお客さまの成長をともに実現
する組織づくりに取り組んでいます。

商工中金の人事戦略　キーコンセプト

人材マネジメント改革を達成し、
中小企業金融をリードする多様な人材を輩出していく取り組みの実現

お客さまへの成長支援・
企業価値向上

企業理念の実現 社会との繋がり・貢献

人事戦略

キーコンセプトを支える仕組み
「人材マネジメント改革」

1.  ビジョンの共有・ 
D&Iの推進

商工中金の役員・職員
が、お客さまの持続的成
長を支援するという思い
を共有し、D&Iの推進に
向け多様な人材の活躍、
役員・職員の意識や行動
改革を促す取り組みを推
進しています。

3.  多様な働き方の実現

仕事と子育て・介護の両立支援策
の拡充、在宅勤務・時差通勤の導
入等、柔軟な働き方の実現に向け
た取り組みを加速し、職員の働き
がいと生産性の向上に努めていま
す。

人材マネジメント改革が
影響をおよぼす範囲

2.  高度な能力開発支援と 
自律的なキャリア形成支援

お客さまの多様かつ高度な経営
ニーズに対応するため、職員
一人ひとりが自律的に能力を
高め、パフォーマンスを最大化
するキャリア支援プログラムを
提供しています。
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■  キーコンセプトを支える仕組み　1. ビジョンの共有・D&Iの推進

① ビジョンの共有・D&Iの推進
職員一人ひとりの個性を最大限活かし、能力を発揮
できる体制を整備することで、持続可能な業務執行態
勢とお客さまの企業価値向上に貢献できる組織風土の
醸成を目指しています。

② エンゲージメント向上の取組み
職員が個人の能力を発揮できる会社を実現するため、「働きがい」に影響を与える要因を把握する「働きがい調査」
を実施しました。個人のやりがいや職場環境等を調査し、職員一人ひとりの働きがいを高めるため、今後の人事
制度等に活かしています。

Interview
「個を活かし、イキイキと輝ける組織づくりを目指して」

商工中金は、職員一人ひとりが心身ともに健康でイキイキと働き、能力を最大限発揮す
るため、ダイバーシティ&インクルージョンを推進しています。お互いに多様な価値観を
尊重し、活かしあう風土を醸成することで、闊達なコミュニケーションやアイデアが生ま
れ、より社会に必要とされる組織となるよう取り組みを推進していきます。

人事部副部長兼D&I推進室長　早川　美佳

●ダイバーシティトップステイトメントとダイバーシティロゴマーク
全職員が能力を発揮し、活躍できる環境を整え、組織風土改革の指針となる「ダイ
バーシティトップステイトメント」を作成しました。同ステイトメントは、全部室店
と役員から提出されたダイバーシティ宣言を基に決定しました。ダイバーシティ＆イ
ンクルージョンを推進するため、組織として目指すべきものだけでなく、職員に期待
する内容も示しています。
同ステイトメントの理念浸透のため、社内でロゴマークを公募し、決定しました。

仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人 仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人 仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人

対 話

お
客
さ
ま
の
企
業
価
値
向
上
に
貢
献

対 話

対 話

ビジョン・理念

対 話

機能や人を超えた連携

トップ

充実感

戦略への
コミットと

自律

対話を
通じた

相互理解

全体最適

43

適
正
な
業
務
運
営
の
仕
組
み 

▼ 

人
事
戦
略

010_0284185972107.indd   43010_0284185972107.indd   43 2021/07/09   14:25:562021/07/09   14:25:56



中小企業の課題解決に向けたプロフェッショナル人材

プロフェッショナル人材を支える専門人材の育成プログラム

●  SHOKO CHUKIN BANK

■  キーコンセプトを支える仕組み　2. 高度な能力開発支援と自律的なキャリア形成支援

① 人材育成方針
商工中金は、中小企業の課題解決に向け、職員の多様性や自主性を尊重しつつ、自ら考え学びを得る自律的なプ
ロフェッショナル人材の育成と、効率的かつ効果的に学べる環境の整備を図っています。

② 課題解決力の強化に向けた能力開発
商工中金の人材育成プログラムは、集合研修、OJT、自己啓発の３本柱を効果的に組み合わせて実施しています。
また、能力開発支援メニューとして、国内外の大学院や外部養成機関への派遣により、経営全体を俯瞰できる知識
や意思決定力を身に付け、リーダーシップのスキル向上、幅広い人脈を得る機会や自身のキャリアデザインの契機
となる多彩な教育・研修制度を設けています。

③ 自律的なキャリア支援
入庫年次等に基づいた「指名型」の教育・研修から、自身の課題や興味に合ったテーマを自ら選んで受講する

「募集型」の教育・研修を提供し、職員の専門性やスキルを強化しています。

学習プラットフォーム「MaNAVI」

●キャリアチャレンジ制度
公募部署を全部室に拡充しました。
新たな業務に挑戦する意欲的な職員に対し、キャリア
サポートを強化しています。

応募者数は2019年対比で1.5倍以上に増加してい
ます。

外部派遣
海外・国内大学院（MBA）

日銀、中小企業大学校、
日本生産性本部 他

集合研修
階層別研修および

職能別研修

OJT
職場内研修
臨店指導

僚店研修 等

自己啓発
eラーニング

奨学金の支給や
自己啓発モデルの

提示 等

中小企業の皆さま
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解決策策定/提案

仮説

GOAL

お客さまとの
継続的な対話

SHOKO CHUKIN BANK ●  

④ 中小企業の課題解決に向けたプロフェッショナル人材の育成

経営支援コンサルタント養成講座　～ＺＫ（全員経営サポーター）計画～
新型コロナウイルス感染症による断続的な緊急事態宣言の発令などで、中小企業の経営ニーズは資金繰り安定か
ら営業キャッシュフローの改善に移行しています。従来、本部職員中心に担ってきた本業支援を営業店職員が主体
となって行うため、スキル・ノウハウの習得に向け、ＺＫ計画を始動させています。

1. 産業調査部のサポート
※業界動向調査照会票活用
～外部環境データの提供
①マーケットデータ
②業界動向データ
③記事検索、M&A
④調査代行
⑤業界関係者インタビュー

2. ソリューション事業部のサポート
・ ソリューションクリエイターチーム

とのディスカッション、案件の共有
・ BM、M&A、事業承継、シンジケー

トローンチーム等との横断検討

3. 専門人材や外部コンサルとの連携
・専門人材や外部コンサルとの
　ディスカッション
※ 接触していないネットワークにリーチした

いと思った場合には事務局に相談

●ZK計画の概要
　3か月間の研修では、講師として経営サポート部の審査担当職員等1名に受講
者5名の6名を1チームとし、チーム全員で中小企業の本業支援策の検討・提案
を行います。対象企業は、メンバーが実際に担当しているお取引先から抽出し、
最終的には課題や強みを共有し、マーケットイン型の提案を実施します。

プロセス 結　果

企業価値
（営業CF）向上に貢献 本業支援

受講者の声

10年財務

商流可視化

同業他社比較

課題を共有した上で、課題に
対し、フォロー・アドバイス
を実施

定量
情報

調査データ、決算書や試算表などの
財務情報

定性
情報

入手している決算書や試算表をもとに
お客様と対話

提　案

従来から積極的に情報交換
していた企業でも、いざ調
査を行うと知らないことも
多く、フレームワーク等を
用いて分析する必要性を実
感した。

講師やメンバーから
自分では気付けなか
った視座を多く得ら
れた。

=

組み合わせ（仮説検討）

仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人 仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人 仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人
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●  SHOKO CHUKIN BANK

■  キーコンセプトを支える仕組み　3. 多様な働き方の実現

① 多様な働き方の実現を支える環境整備
新型コロナウイルス感染症や職員一人ひとりの意識の多様化を踏まえ、あらゆる職員にとって働きやすい職場と
するため、柔軟な働き方の実現に向けて取り組んでいます。在宅勤務制度、時差出勤制度等の導入により、同感染症
の防止と業務継続を図るとともに、生産性の向上を目指しています。また、産業医と連携し、心身共に健康に働ける
職場を実現していきます。

② 仕事と家庭の両立に向けた取組み
ワークライフバランスのさらなる充実のため、男性の育児休業の取得を推
奨しています。男性の育児参画を推進し、職員同士の相互理解を促しつつ、
職場全体の意識改革を進めています。

商工中金 2019年度 2020年度

男性育児休業者数 58名 68名

男性育児休業者取得比率 59％ 68%

仕事と子育ての両立支援
結婚、出産、育児などのライフイベントに応じ、柔軟な働き方を選択でき
ます。商工中金は、職員一人ひとりが、仕事と家庭の充実が図れるよう、メ
リハリのある働き方を推進しています。

在宅勤務・時差通勤
シンクライアント端末を活用し、在宅勤務制度を導入しています。また、
職員自身の生活や感染症防止対策等のため、始業時刻と終業時刻を選択でき
る時差通勤制度を導入しています。

ビジネスカジュアルの導入
全職員を対象にビジネスカジュアルを実施し、服装を柔軟化させ、職員の
意識改革や風土醸成の変革を促しています。

UDトークアプリの導入
障がいの有無に関わらず、職員間でスムーズなコミュニケーションを図る
ため、音声認識ソフト「UDトーク」を導入し、希望者に貸与しています。

職員の子育てを高い水準でサポー
トする企業に付与される「プラチナ
くるみん」認定を取得しています

仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人 仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人 仕事・会社

家庭・社会

3.

1. 2.

人材マネジメント改革

職員個人
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SHOKO CHUKIN BANK ●  

コンプライアンス意識の立て直しと不正防止に向けた取組み強化

■ 危機対応業務等における不正行為事案をうけたコンプライアンス再生の決意
2016年に公表した危機対応業務の不正行為事案等に関しまして、お取引先をはじめ、株主や国民の皆様に多大
なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。
当該事案を受け、不正行為の発生や不適切な業務運営を防止するため、コンプライアンス等遵守態勢、経営管理
態勢及び内部管理態勢等を抜本的に見直し、二度とこのような事案を起こしてはならないという深い反省と決意の
もと役職員一丸となって業務に取り組んでおります。

■ 危機対応業務等における不正行為事案の概要
危機対応業務の要件確認にあたり、必要となる書類を改ざんする等の不正行為が広範に発生しただけでなく、そ
の他の業務においても不適切な業務運営があったことにより、2017年10月25日、経済産業省、財務省、金融庁、
農林水産省より、二度目の行政処分を受けました。
こうした一連の不正行為事案について、その全容を明らかとするため、危機対応融資22万件の全件調査を実施
しました。その結果、国内営業店100店のうち97店において、合計で4,637件、447名の不正行為が判明しました。
（2017年10月25日に調査報告書を公表、2018年3月26日に追加調査結果を公表しています。その後も内部監査
や内部通報等を通じて改ざん等の不正が判明した場合には、コンプライアンス委員会の助言・指導を受けながら、
これを公表しています。上記の件数、人数は、2020年9月公表分までを反映したものです。）
本事案の根本原因は、以下の4つにあると考えております。また、二度に渡る行政処分においては、不正行為の
発生や不適切な業務運営を防止するため、業務改善命令の主な内容を含め、法令等遵守態勢、経営管理態勢及び内
部管理態勢等を抜本的に見直しています。

コンプライアンス

■ 業務改善命令の主な内容

❶
問題発生時以降
現在に至るまでの
役職員の責任の所在の明確化

❷
監査機能の強化及び
組織運営の適正化を含む
抜本的な再発防止策の策定・実行

❸
いわゆる民業補完の趣旨を踏まえた
持続可能なビジネスモデルの
策定・実行

❹
取締役会の強化や
外部人材の登用を含む
新たな経営管理態勢の構築

■ 事案の根本原因

●危機対応業務における内部統制の
　未整備と過度な業績プレッシャー

●危機対応業務の「武器」としての利用

●不正行為を惹起した本部や経営陣の
　姿勢とコンプライアンス意識の低下

●ガバナンス態勢の欠如
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●  SHOKO CHUKIN BANK

有効事例還元等の
フィードバック、
PDCAをサポート

「自分ごと」にするための工夫
✓ 自主的な検討会を実施
✓ 議論の結果は全員で共有
✓ それぞれの立場で意見交換

コンプライアンス態勢整備の状況

コンプライアンス態勢整備の取組み状況

商工中金では、かつての不正事案の根本を①危機対応業務における内部統制システムの未整備と過度な業績プレ
ッシャー、②危機対応業務の「武器」としての利用、③不正行為を惹起した本部や経営陣の姿勢とコンプライアン
ス意識の低下、④ガバナンス態勢の欠如、であったと認識しています。
これらの認識を踏まえ、以下の通り態勢等を見直し、継続的かつ効果的な研修を実施しています。今後も、不正
事案を風化させないよう不断の取組を継続し、社員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上を図り、不正のない
組織を目指しています。

■ （※）コンプライアンス検討会のしくみ
職員一人ひとりがコンプライアンスの重要性を「自分のこと」として理解し、コンプライアンスを最優先に
考え行動できるようになること等を目的として、全部室店に「コンプライアンス検討会」を設置し、定期的に
実施しています。
また、その運営を主体的に担う「コンプライアンス・リーダー」を全部室店で選任し、「エリア・コンプラ
イアンス・オフィサー」がこれをサポートする体制を構築し、実効性を高める施策も継続的に実施しています。

■  事案後の組織づくり　3つの取組み

A. 態勢整備

コンプライアンス関連部署を社長直轄化すると
ともに独立の機構として格上げしています。
会議体の見直し、エリア・コンプライアンス・
オフィサーを設置するなど態勢を大幅に刷新し
ています。また、内部通報制度を拡充しています。

B. ルール整備

代表取締役等への報告及び調査に関連する各種
ルール整備しています。

「倫理憲章」及び「行動基準」を新たに制定し、
具体的な職務遂行場面での行動例示等を盛り込
んだマニュアルを制定しています。

C. 意識改革・風土改革・教育研修

年1回、全職員を対象にコンプライアンス意識
調査を実施しています。
全部室店にコンプライアンス検討会（※）を設置
し、継続的な研修等を行い、意識改革や風土改
革に取り組んでいます。

全部室店

態勢と
ルールを整備

意識向上による
態勢の強化

テーマ提供
実施依頼

実施報告

コンプライアンス
統括部

リスク
再認識

解説
要因分析
共有コンプライアンス

リーダー

エリア・コンプライアンス・
オフィサー

ルール浸透を
研修で徹底

議論
事例ごとに
意見交換

準備
事例概要
共有
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SHOKO CHUKIN BANK ●  

コンプライアンス責任者
コンプライアンス担当者

A. コンプライアンス関連会議、関連部署等の整備　 態勢整備 
【不正事案発覚後の態勢整備】
2017年4月～
■�コンプライアンス会議を経営会議（議長：
社長執行役員）に格上げ
■�コンプライアンス統括部を本部機構に格上
げし、独立性の確保と業務執行体制を強化
■�コンプライアンス委員会を新設し、個別事
案等の対応方針検証や指導・牽制等を実施
■「職員相談窓口（内部通報制度）」を拡充
■�「エリア・コンプライアンス・オフィサー
（ACO）」を配置し、コンプライアンス体制
について点検・助言・指導を実施
■�「誓約書」に役員と全職員が署名。社会的規
範も含めたルール遵守を誓い、信頼回復に
努める

2018年6月～
■�コンプライアンス統括部を社長執行役員の
直轄に変更

■コンプライアンス態勢図 太矢印：レポートライン
細矢印：チェックライン

監査役会

職員
相談窓口

コンプライアンス統括部
（エリア・コンプライアンス・オフィサー）

監
査
部
監
査

コンプライ
アンス委員会

取締役会

コンプライアンス会議
（議長：社長執行役員）

各部室店

全役職員

B. 各種マニュアルとルール整備　 ルール整備 
2017年10月～
■�コンプライアンス規程等を改正（重大な事案等発生時、速やかにコンプライアンス委員会・代表取締役等へ報告
する体制、調査解明やコンプライアンス会議・取締役会へ報告するルールを整備）

2018年6月～
■�コンプライアンス実施要領を改正し、コンプライアンス委員会の役割、不祥事等発生時の対応、コンプライアン
ス統括部による業務是正を求める措置等を整備
■「倫理憲章」、「行動基準」、�「コンプライアンスマニュアル」を制定。具体的な場面での行動等を例示

●「商工中金の倫理憲章と行動基準」全文はウェブサイトに掲載しています▶▶▶
　https://www.shokochukin.co.jp/about/company/charter/

コンプライアンス意識の変化

※「1」～「7」で回答を集計（数値が高いほど肯定的）

C. 社員一人ひとりが「自分ごと」として捉えるために　 意識・風土・教育 
2017年7月～
■�全ての集合研修において、階層別・職位に応じたコンプライアン
ス研修を継続実施
■�役員向けコンプライアンス研修を継続実施

2018年1月～
■�コンプライアンス再生プログラムを策定し、コンプライアンス意
識向上と研修等の継続実施体制を整備
■全部室店にコンプライアンス検討会を設置、継続実施
■�「コンプライアンス・リーダー」を設置し、コンプライアンスの浸
透、定着を支援
■�コンプライアンス意識調査の実施（毎年、全職員のコンプライア
ンス意識を客観的に把握し、課題を抽出）

2018年

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0 ■コンプライアンスの実践　■コンプライアンスへの問題意識
2019年 2020年

コンプライアンス
検討会
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●  SHOKO CHUKIN BANK

コンプライアンス委員会

■ コンプライアンス委員会の役割
コンプライアンス委員会は取締役会から委任を受けて以下①～③の対応を実施しています。人事処分等を伴う事
案は全て委員会に諮られ、客観性や公平性を担保し、適切な処分となるよう指導・牽制も行っています。

コンプライアンス委員会　▶▶

■ コンプライアンス委員会のメンバー
コンプライアンス委員会のメンバーは、取締役会により選任され、委員長は外部弁護士である委員の中から、互
選により選出されています。

コンプライアンス委員会
委 員 長 石 川 貴 教（森・濱田松本法律事務所�弁護士）
副委員長 足 立 　 学（東京富士法律事務所�弁護士）
委 員 梅　田　晃士郎（株式会社商工組合中央金庫�副社長執行役員）

■ コンプライアンス委員会の活動状況
原則毎月開催し、1回あたり概ね2時間程度の時間をかけ、外部弁護士のもと、丁寧に各種議題を精査していま

す。2018年には、委員会メンバー（委員長・副委員長）のもと委員会付議プロセスを検証するモニタリングを開
始し、効率化を図りつつ、委員会への付議漏れを防ぐ役割を担っています。

●モニタリング内容：�毎月の委員会に加え、別途、委員長及び副委員長（外部弁護士）によるオペレーショナル・
リスク事象のモニタリングを実施しています。委員会に付議すべき案件に漏れがないか
等の確認をリスクベースで行い、必要なものは委員会に付議を指導するなどプロセスの
検証も行っています。

① ② ③
内部通報等で寄せられた事案、不
祥事案等についての対応方針等を
検証し、調査実施の必要性やコン
プライアンス部署に対する指導・牽
制を行い、取締役会に報告

コンプライアンスに係る事案の発
生や対応状況を把握し、コンプラ
イアンス部署の職務遂行の適正性
について取締役会に助言

委員会がコンプライアンス向上に
必要と判断した事項について取締
役会に助言を実施

独立性に基づく調査を実施 処分の客観性・公平性を担保

【オペレーショナル・リスク事象のモニタリング】
▶�前月発生したオペレーショナル・リスク事象のモニタリング（一定数を
無作為抽出）
▶�コンプライアンス上のリスクがあると判断される事案の調査結果や再
発防止策の策定状況を検証し、コンプライアンス委員会へ付議しなか
った事案の判断適否を確認（必要に応じ委員会に付議を指示）

コンプライアンス
委員会

●委員会開催回数
2018年 2019年 2020年

コンプライアンス委員会・開催回数 21 13 13

委員会モニタリング・開催回数 7 12 13

合　　計 28 25 26
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犯罪収益移転防止法並びにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

2020年4月にマネー・ローンダリング等防止態勢高度化のために金融犯罪対策室を設置。関連する法規制を踏
まえて、外国送金取引等の確認の徹底やお取引先の情報の整備など、マネー・ローンダリングやテロ資金供与等の
防止態勢の強化に取り組んでいます。
マネー・ローンダリングやテロ資金供与等の防止態勢の強化は国際的な潮流です。今後も金融機関に対して態勢
整備の強化が求められます。商工中金も重要な経営課題の一つとして、態勢の高度化に引き続き取り組んでいきま
す。
日本をはじめとする国際社会にとって、マネー・ローンダリング等の対策の重要性は近年益々高まっており、商
工中金においても、政府の関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリング等の手口に対応
し、有効に防止することができるように対策を進めています。

■ 顧客管理（カスタマーＤＤ）
金融機関には、マネー・ローンダリング等を有効に防止することが出来るよう、個々のお客さまの取引の目的や
職業・事業内容などの情報を把握すること、また、その内容を最新の内容に保つことが求められています。商工中
金でも、2019年度より、取引のあるお客さまに、これらの情報提供を順次お願いしています。

■ 外国送金
外国送金の対応にあたっては、わが国政府及び国際機関、外国政府当局から、マネー・ローンダリングや国内外
の各種法規制に抵触していないか、厳格に取引内容等を確認することが求められています。そのため、商工中金で
も、お取引の内容やお客さま及びご送金先の情報等について、資料等に基づいて必要な確認をお願いしています。

反社会的勢力の排除

金融機関として公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性を確保するために、反社会的勢力を金融取引から
排除していくことが求められています。
商工中金では、コンプライアンス統括部を反社会的勢力の排除に係る統括部署とし、各部室店には反社会的勢力
責任者を配置するなど、反社会的勢力排除に向けた体制を整備し、警察や弁護士など外部専門機関とも連携して反
社会的勢力との関係遮断、取引排除に取り組んでいます。

内部通報制度認証（※）の取得
商工中金では、不正行為や内部規定違反、ハラスメント等の早期発見と是正を図る目的で、社内外に職
員相談窓口を設置し、幅広く通報や相談を受け付けています。
通報者や相談者の秘密保持等を徹底するとともに、通報者等が不利益な取扱いを受けることのないよう
職員への継続的な教育・研修を行い、通報や相談をしやすい体制を整えることにより、商工中金の職員相
談窓口制度は、内部通報制度認証を取得しています。

※�内部通報制度認証とは、事業者が自らの内
部通報制度を評価して、認証基準に適合し
ている場合、当該事業者からの申請に基づ
き、指定登録機関がその内容を確認した結
果を登録する制度です。
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Ⅰ. リスク管理の基本的方針

商工中金では、中小企業専門金融機関として、その役割を十分に発揮するために、リスク管理の重要性を徹底す
るとともに、業務遂行上認識するべきリスクの種類・内容、リスク管理を体系的に明確化し、リスクを的確に把握
し、管理しております。

Ⅱ. リスク管理の体制

金融の自由化・国際化の進展や金融技術の高度化、IT技術の進展などに伴い、信用リスク、市場リスク、流動性
リスク、オペレーショナル・リスクなど金融機関の抱えるリスクは、著しく多様化、複雑化してきており、金融機
関にとってリスクを適切に管理することは、お客さまの多様化・高度化するニーズに応えるとともに、経営の健全
性を維持するうえでますます重要となってきています。
こうした環境を踏まえ、商工中金では、各々のリスク管理部署を明確化し、個々のリスク管理の一層の強化に努
めるとともに、リスク統括部をリスク管理の統括部署として、リスク管理の高度化を進めています。
リスク管理上重要な事項につきましては、取締役会または経営会議で審議・決定することとしているほか、定期
的に取締役会に対しリスク管理の状況ならびに課題と対応策を報告しているなど、経営陣の十分な関与のもとリス
ク管理を行っております。

リスク管理

オペレーショナル・リスク信用
リスク

市場
リスク

統合
リスク

流動性
リスク
決済
リスク

事務
リスク

システム
リスク

人的
リスク

法的
リスク

有形資産
リスク

風評
リスク

リスク統括部
（グループ全体のリスクを統合的に把握・管理）

本部・営業店・子会社等

ALM会議 信用リスク
管理会議

オペレーショナル・リスク
管理会議

経営会議

取締役会 コンプライアンス
会議

事務総合部 システム部 人事部 コンプライ
アンス統括部 管理部 広報部

CS推進
会議

監査役会

内部監査会議

BCP
会議

監
査
部

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

統
括
部

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

リ
ス
ク

■ リスク管理体制図

52

適正な業務運営の仕組み

適
正
な
業
務
運
営
の
仕
組
み 

▼ 

リ
ス
ク
管
理

010_0284185972107.indd   52010_0284185972107.indd   52 2021/07/09   14:26:002021/07/09   14:26:00



SHOKO CHUKIN BANK ●  

Ⅲ. 統合リスク管理

商工中金では、リスクに関して、信用リスク、市場
リスク、流動性リスク、決済リスク、オペレーショナ
ル・リスクに分類し、管理しています。
そのうえで、リスク・カテゴリー毎に評価したリス
クを総体的に捉え、自己資本と比較・対照することに
よるリスク管理（統合リスク管理）を行っています。
リスク統括部は、取締役会が決定したリスク資本枠
について、その使用状況を取りまとめ、定期的にALM
会議および経営会議に報告しています。

信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が
減少ないし消失することで損失を被るリスク

金利、為替相場の変動や有価証券等の価格変動に伴
い、保有する資産等の価値が変動し損失を被るリスク

資金繰りがつかなくなる等のリスク（資金繰りリス
ク）、市場において取引が不可能になる等のリスク
（市場流動性リスク）

決済が予定通りできなくなることに伴い、損失を被る
リスク

業務の過程、役職員の活動、もしくはシステムが不適
切であること、または外生的な事象により損失を被る
リスク

信用
リスク

市場
リスク

流動性
リスク

決済
リスク

オペレーショ
ナル・リスク

■ストレステストを活用した資本の健全性チェック
商工中金では自己資本充実度を評価し、資本の健
全性をチェックする目的でストレステストを行って
います。
ストレステストでは主に信用リスクと市場リスク
を対象として、今後の見通し等を踏まえたストレス
事象や過去のストレス事象等のシナリオを設定し、
それらのシナリオに基づく損失額やVaR（バリュー・
アット・リスク）などを算出しております。
また、リスク資本枠に抵触した場合には、ALM会
議などで対策を検討し、必要に応じて取締役会で計
画の見直しをすることとしています。

未使用資本

オペリスク

市場リスク

信用リスク

リスク資本枠

資本の充実度、
健全性チェック

リスク
資本計画

配賦
資本実績

ストレス
シナリオ①

ストレス
シナリオ②

ストレス
シナリオ③

ストレステストを活用した資本の健全性
チェックのイメージ

Ⅳ. 特に重要なリスク

商工中金では、業務運営に重大な影響を与える主要なリスクのうち、「特に重要なリスク」を以下の通り認識し
ております。�「特に重要なリスク」については、その影響度と発生可能性を踏まえ、取締役会にて決議しています。
「特に重要なリスク」については、継続的に見直しを行い、機動的な対応に備えています。

特に重要なリスク リスクシナリオ

コンプライアンス・リスク
役職員等による不法行為、その他の不公正・不適切な取引が行われた場合、業務改善命令、業
務停止命令、業務についての許認可の取消しを受ける、また、お客さま及び市場等からの信用
失墜等につながる可能性

事業戦略が奏功しないリスク 持続可能なビジネスモデルの構築に向けた戦略・施策が奏功しない可能性

信用リスク
世界経済及び日本経済の動向、地価、株価及び金利の変動、貸出先の経営状況の変動、特に新
型コロナウイルス感染症拡大の経済に与える影響等から、不良債権及び信用コストが増加する
可能性

システムリスク
コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備等の発生、さらにコンピュータ
が不正に使用されることにより損失を被る可能性（システムの不備、システムに対する不正に
よる情報セキュリティリスク及びサイバーセキュリティ事案を含む）
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Ⅴ. 信用リスクに関する管理体制

商工中金の融資先は日本の就業者の約70％が従事する中小企業であるため、統合リスク管理上、信用リスク管
理は特に重要であり、中小企業向けの融資ノウハウに基づく適正な融資審査基準および審査体制の堅持などによ
り、貸出資産の健全性の維持・向上を図っています。�

■信用リスク管理体制
信用リスク管理の統括部署であるリスク統括部は、与信ポートフォリオのモニタリングやリスクの計量化を通じ

て信用リスク管理の高度化に取り組んでいます。
経営陣による信用リスク管理会議においては、信用格付、業種、地域などのさまざまな切り口で与信ポートフォ
リオを分析し、リスクの分散を図るなど、債権の健全化に取り組んでいます。
信用リスクの的確な把握とコントロールを行うため、「資産の自己査定」を実施するとともに、信用格付制度を
導入しています。信用格付制度では、中小企業の信用度を計るために最適な財務指標を選択するとともに、非財務
情報など定性的な評価も反映しています。
審査体制面では、ファイナンス本部が、適正な審査・管理を通じて、資産の健全性の維持・向上に努めるとともに、

お取引先の経営改善、再生支援についても専門部署である経営サポート部を設けて、積極的に取り組んでいます。

■  新型コロナウイルス感染症による影響を受けているお取引先への融資審査について
中小企業は景気や新型コロナ感染症などの外部環境に大きく左右されることから、お取引先の事業見通しについ

て中長期的な視点から審査しています。具体的には、財務面のみならず、経営手腕や技術力といった決算書に表れ
ない部分も含めてお取引先の事業の徹底した理解に努
めています。
外部環境の影響から、お取引先の業績が一時的に低
迷した場合には、中核となる事業部門の将来見通し、
キャッシュフローの推移にポイントをおいて、現状認
識と解決の方向性を経営者の皆さまと共有することを
目指しています。適切な「事業性評価」に基づいた経
営支援は商工中金の重要な使命であり、これからも地
域金融機関や中小企業再生支援協議会など各関係機関
と連携し、一層積極的に取り組んでいきます。
お取引先へのサポートをさらに推進するため、OJT
や研修などにより、職員の課題解決に向けた提案力を
向上させています。

約70％が
中小企業

信用格付
地域

業種

財務
情報

非財務
情報

経営サポート部

商工中金の融資先は
日本の就業者の約70％が
従事する中小企業

与信ポートフォリオの
モニタリング、リスク分散、

リスク計量化

財務情報と
非財務情報による
適正な審査・管理

お取引先の経営改善や
再生支援には

専門部署が積極的に関与

❶
事業性評価
決算書に表れない
部分も含め評価

❷
資金繰り支援
キャッシュフローの
推移にも着目

❸

３つの支援を一気通貫で提供

▶詳細はp.13「危機対応の取組み事例」参照

事業性評価に基づき、お客様のニーズと強み、
課題を共有したうえで支援

企業価値
向上に向けた
本業支援
現状認識と
解決の方向性を
経営者と共有
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Ⅵ. 市場リスク・流動リスクに関する管理体制

市場リスクおよび流動性リスクに関する基本方針を定め、組織・権限・管理方法などを明確化し、これに基づい
た厳正な業務運営・管理を行っています。

■市場リスク・流動性リスク管理体制
市場業務部門をフロントオフィスとバックオフィス
に分離し、リスク管理部門としてミドルオフィスを設
置することにより、牽制機能を確保しています。
ミドルオフィスは、経営会議・ALM会議において審
議・決定された市場リスク・流動性リスクに関する限
度枠などの遵守状況を日々モニタリングし、定期的に
報告しています。

■ ALM運営
金利予測、10bpv（ベーシス・ポイント・バリュー）や、
VaR（バリュー・アット・リスク）などを用いた分析、複
数の金利シナリオによるシミュレーション分析などを通
じ、収益とのバランスを図りつつリスク・コントロール
を行っています。

資金証券部

市場営業部

リスク統括部 市場業務部

ALM

フロントオフィス ミドルオフィス バックオフィス

リスク
安定収益

シミュレーション
分析

ポジション
コントロール

10bpv
VaR他

資金証券部

市場営業部

リスク統括部 市場業務部

ALM

フロントオフィス ミドルオフィス バックオフィス

リスク
安定収益

シミュレーション
分析

ポジション
コントロール

10bpv
VaR他

Ⅶ. オペレーショナル・リスクに関する管理体制

「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定し、オ
ペレーショナル・リスクの統括部署であるリスク統括
部が商工中金全体にかかるオペレーショナル・リスク
の極小化を目指し統括管理を行っています。あわせて、
事務リスクやシステムリスク等のリスクごとに主管部
署を設けるとともに管理規定を定め、リスク軽減に努
めています。
リスク管理にあたっては、リスク・コントロール・
セルフアセスメント（RCSA）を導入し、業務を担当
する部署が顕在化した損失事象のモニタリングを行う
とともに、自ら内在するリスクを把握・評価し、その
評価に基づき改善することを通じたリスクの低減にも
取り組んでいます。

オペレーショナル・リスク

事務
リスク

システム
リスク

有形資産
リスク

法的
リスク

風評
リスク

人的
リスク

55

適
正
な
業
務
運
営
の
仕
組
み 

▼ 

リ
ス
ク
管
理

010_0284185972107.indd   55010_0284185972107.indd   55 2021/07/09   14:26:002021/07/09   14:26:00



●  SHOKO CHUKIN BANK

　商工中金では、お客さまへの適切かつ十分な説明（顧客説明管理）、お客さまのご要望や苦情に対する適切な対
応（顧客サポート等）、お客さまの情報の適切な管理（顧客情報管理）、業務を外部委託する場合におけるお客さま
の情報の適切な管理やお客さまへの適切な対応（外部委託管理）、およびお客さまの利益が不当に害されるおそれ
のある取引の適切な管理（利益相反管理）を行うため、顧客保護等管理規程を定め、お客さま第一主義の経営姿勢
を実践しています。
　例えば、融資や預金のお取引などに際し、お客さまのご理解・納得を得られるよう、丁寧に契約内容などの説明
を行っています。特に、元本欠損のおそれのある商品を勧誘する場合には、「金融商品販売にかかる勧誘方針」に
則り、適切な勧誘を行っています。
　また、「お客さまサービスセンター」を設置し、お客さまからのご要望や苦情の受付体制を整備するとともに、
寄せられたご要望や苦情について「CS（顧客満足）推進会議」で検討を行い、再発防止や業務改善に努めています。
更に、お客さまの満足度を高める取組姿勢を示し、職員のCS意識の一層の向上を図るため、「CS宣言」を制定し、
公表しています。
　こうした顧客保護に対する取組みを適切に管理するために、顧客説明管理、顧客サポート等、顧客情報管理、外
部委託管理、および利益相反管理それぞれに応じ管理責任者を設置するなど、所要の体制を整備しています。なお、
コンプライアンス統括部は、各管理責任者による管理状況をモニタリングし、その結果を定期的にコンプライアン
ス会議および取締役会へ報告しています。

■�顧客保護に対する取組み

　「個人情報の保護に関する法律」の趣旨を踏まえ、個人情報保護にかかる取組方針などに関する宣言（「個人情報
保護宣言」）をウェブサイトなどで公表し、厳格な安全管理体制のもと個人情報保護に取り組むとともに、継続的
に改善するよう努めています。
　また、個人情報保護窓口において、個人情報保護にかかる相談や開示請求などの手続きのご案内をはじめ、開示
請求などの各種請求を受け付けています。

個人情報保護に対する取組み

⇒ 個人情報保護にかかる取組みはコチラ
　  https://www.shokochukin.co.jp/privacy/

　2010年10月１日より、金融ADR制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）が開始されました。商工中金
では、お客さまからの苦情、お客さまとの紛争の解決に公正かつ的確に対応するために業務運営体制・内部規則を
整備し、その内容をウェブサイト等で公表しています。お申し出いただいた苦情等は、内容等を十分に伺い、事実
関係を調査・把握したうえ、関係部署とも連携を図り、速やかな解決に努めます。お客さまからの苦情等のお申し
出は、他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関（※）をご紹介します。

金融ADR制度への対応

（※）�東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会が設置・運営する紛争解決センター・仲裁センター、または証券・金融商品あっせん相
談センター

新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症に対しましては、代表取締役社長を本部長とする「新型コロナウイルス対策本部」を
設置し、円滑な業務の遂行に向けた感染予防策を実施しています。

「BCP基本規程」を制定し、防災に関し、商工中金および役職員がとるべき対策を定めるとともに、災害発生時
にすみやかに商工中金の機能を回復することによって業務の円滑な遂行を図り、業務停止による経営上のリスクを
最小限に抑止する態勢を整備しています。

■�危機管理態勢

　内部管理態勢の適切性・有効性などを検証するため、他の本部各部から独立し、社長執行役員直属の内部監査部
門として、監査部がリスク管理態勢などの監査を行っています。
　業務監査では、本部各部のリスク管理のプロセスのほか、法令等遵守や顧客保護等管理態勢、営業店の支店経営
管理や運営状況などの適切性・有効性の監査を実施し、内部管理態勢を一層向上させるための改善提言に取り組ん
でいます。
　資産監査では、自己査定および償却・引当の適正性や信用格付の正確性の監査を実施しています。
　なお、内部監査結果は、監査役が同席する内部監査会議または経営会議を経て取締役会に定期的に報告しています。

■�内部監査態勢
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■�重要事実の開示に関する方針

■�ディスクロージャーの状況
　商工中金は、ステークホルダーの皆さまに適時・適切な情報をご提供するため、業務内容や財務の状況などにつ
いて適切な情報開示に努めています。

開示資料

資料の種類 公表場所・方法 公表時期

事業のご報告
●事業報告　●計算書類　●連結計算書類
●附属明細書　●会計監査報告　●監査報告

営業店に備付け、ウェブサイト 毎年6月�

決算公告（中間決算公告） 電子公告 毎年6月（毎年12月）

ディスクロージャー誌（中間ディスクロージャー誌） 営業店に備付け、ウェブサイト 毎年7月（毎年1月）

有価証券報告書（半期報告書） EDINET、本店・大阪支店に備付け、
ウェブサイト 毎年6月（毎年12月）

バーゼル規制関連比率 ウェブサイト 毎四半期
（注）株式会社商工組合中央金庫法、会社法、金融商品取引法による開示資料です。

商工中金は、中小企業による中小企業のための金融機関として、経営の透明性を高め、アカウンタビリティを的
確に果たすとともに、株主、中小企業者、投資家および預金者等の皆さまから一層のご理解・ご信頼をいただける
よう、事業活動や財務の状況などについて、公平かつ適時・適切な情報開示に努めます。
この基本的な考え方に基づき、重要事実にかかわる情報開示のあり方について対外的に公表するとともに、商工
中金の役職員に周知し適切な運営を図っていくことを目的として、「重要事実の開示に関する方針」を以下の通り
定めています。
1.� 重要事実の定義
　商工中金は国内外の関係法令等で開示が求められている事項はもとより、株主、中小企業者、投資家および預
金者の皆さまの判断に大きな影響を与えると思われる情報については、公表すべき重要事実と位置付けます。
2.� 開示の方法
　重要事実の開示は、原則開示の日に商工中金ホームページに掲載するなど、公平な情報開示に努めます。
3.� 将来情報の取扱い
　商工中金が開示する予想、戦略、方針、目標等の将来の見通しに関する記述は、開示時点において入手可能な
情報に基づいており、様々なリスクや不確定要因の影響を受けるため、現実の結果が見通しから大きく異なる可
能性があります。
4.� 投資判断について
　商工中金が行う情報開示は、商工中金へのご理解を深めていただくことを目的としており、商工中金が発行す
る有価証券等についての勧誘を目的とするものではありません。投資等に関する決定はご自身の判断において行
ってください。
5.� 内部体制整備
　商工中金は本方針に則り、必要となる内部体制の整備・充実に努めます。また、情報開示にあたっては、経営
会議における審議・協議を適切に反映します。
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●  SHOKO CHUKIN BANK

■�商工中金のSDGsの取組み（持続可能な社会の実現への貢献）
商工中金は、株式会社商工組合中央金庫法第一条（目的）において、中小企業等協同組合その他主として中小企業

の事業者を構成員とする団体およびその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことが謳われて
います。
従って、第一義的にはこの法目的を的確に遂行していくことが、商工中金に課せられた最大の社会的責任であると

認識しています。
具体的には、経営支援総合金融サービス事業を通じ、お客さまの課題解決に取組み、お客さまの企業価値向上に貢献

し、お客さまとともに、地域や社会の課題解決に取組み、持続可能な社会の実現に貢献していくことを目指しています。

● 金融サービスを通じた環境保全
　商工中金では、環境問題への対応を促進するため、環境に配慮した経営を行っている事業者の皆さまを金融面・
情報面等からサポートする「環境対策支援」を展開しています。
　また、公益社団法人全日本トラック協会（東京都新宿区）と連携し、国が定める排出ガス規制に適合する車両購
入資金を融資する制度を取り扱っています。同融資制度を活用して、「自動車NOx・PM法」に適合する車両（同
法施行前基準対比NOx排出量66％減）の導入や、同法よりも更にNOx排出量の規制が厳しい「ポスト新長期規制」
に適合する車両（同規制前基準対比NOx排出量65％減）の導入に寄与しました。

● 自らの事業活動における環境負荷の低減
　商工中金では、節電・節水・エコドライブなどの手法を全店に通知し、取り組んでいます。また、空調など設備
の代替・更新に際し、省エネ効果を意識した検討を行うこととしています。
　対外的には、いわゆる「省エネ法」や「温対法」、東京都の環境確保条例を踏まえ、法令の適用を受ける施設では、
毎年の実績報告などを行ってきましたが、2009年度の法改正により、商工中金全体の使用エネルギー量も「省エ
ネ法」および「温対法」の報告対象となり、実績集計の報告、ならびに更なる削減に取り組んでいます。
　そのほか、自主的な取組みとしまして、いわゆる「グリーン購入法適合品」の調達推進や、2019年度より本部
および営業店において年間を通じたビジネスカジュアルを行っています。

■�環境方針
　全国展開の中小企業専門金融機関である商工中金は、「持続可能な社会」の実現を重要な経営課題のひとつと
認識し、中小企業の企業価値向上という使命実現に向けた企業活動と環境保全の調和のため、積極的かつ継続的
な取組みを行い地域の社会・経済に貢献します。
1.� 法令等の遵守
　環境保全にかかる諸法令・規則はもとより、商工中金が同意するその他の要求事項を遵守します。
2.� 金融サービスを通じた環境保全
　全国のネットワークを最大限活かし、国の政策、地方公共団体の施策などとも連携を図りつつ、金融商品・
金融サービスの提供を通じて環境保全・保護に取り組む中小企業団体および中小企業の皆さまの事業活動等を
積極的に支援し、社会全体の環境に関するリスクの低減に取り組みます。
3.� 自らの事業活動における環境負荷の低減
　事業活動における資源の消費や、廃棄物の排出による環境への負荷を認識し、資源循環の取組みや、エネル
ギーと資源の有効活用を通じ、環境保全に努めます。
4.� 役職員への啓発、対外公表
　役職員一人ひとりの環境問題への意識を醸成するため環境に対する啓発に努めます。また、本方針に基づく
活動状況は商工中金ホームページ等で公表します。
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● 気候変動への対応（TCFD提言への取組み）
　商工中金はTCFD（※）の提言に賛同しており、気候変動に関する情報開示の拡充に取り組んでいます。
（※）�TCFD：　Task�Force�on�Climate�related�Financial�Disclosures（気候関連財務情報開示タスクフォース）

ガバナンス
⃝�気候変動に関する機会とリスクの識別、評価及び管理に関する事項は、社長執行役員を議
長とする経営会議において定期的に議論していきます。また、逐次「取締役会」に報告し
ています。

戦 略

⃝�気候変動を含む社会的課題の解決に向けた取組みを推進していきます。
⃝�気候変動が商工中金の経営にもたらす機会とリスクに関して、定性的・定量的なシナリオ
分析を行ってまいります。具体的には、気候変動に起因する近年の自然災害を踏まえた物
理的リスクや、低炭素経済への移行に伴う気候変動政策や技術革新等により生じる移行リ
スク及び機会の影響の分析に努めてまいります。
⃝�商工中金の炭素関連資産の貸出金に占める割合は0.3％です。（2021年3月末基準）※1

リスク管理
⃝�気候変動に起因するリスク（物理的リスク・移行リスク）を適切に認識したうえで、これ
に対応したリスク管理態勢の構築に取り組んでいきます。
⃝�持続可能な社会の実現に向けて、環境や社会に対して影響を与える可能性がある投融資の
取組方針の策定を検討しています。

指標と目標
⃝�2020年度の国内事業所におけるガスや電力等の使用量を基に算出したCO₂排出量は
10,939トンで、2013年度比28％削減しています。※2

⃝�国内事業所におけるCO₂排出量の削減目標：2030年度に2013年度比50％削減

※1：�TCFD提言が推奨する定義を踏まえ、エネルギーセクター及びユーティリティセクター向け貸出のうち、水道事業を除く業種への貸出を炭素
関連資産と認識しています。炭素関連資産の認識方法については、随時見直しを行っています。

※2：�省エネ法の定期報告書における商工中金のScope1（直接）、�Scope2（間接）のCO₂排出量を対象にしています。
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